
２
０
１
４
年
１
２
月
の
解
散
総
選
挙
で
、
安
倍
首
相
は
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス

解
散
」
と
名
づ
け
、
消
費
税
増
税
先
送
り
の
信
を
問
う
と
し
た
。
し
か
し
選

挙
後
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
関
連
の
法
整
備
を
１
月
か
ら
の
通
常
国
会
で

「
実
行
す
る
」
と
い
い
、
改
憲
に
つ
い
て
も
「
総
裁
と
し
て
努
力
し
て
い
く
」

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
集
団
的
自
衛
権
一
つ
と
っ
て
も
、
総
選

挙
公
約
に
「
集
団
的
自
衛
権
」
の
文
言
は
な
く
、
「
切
れ
目
の
な
い
安
全
保

障
法
制
を
速
や
か
に
整
備
し
ま
す
」
と
い
っ
た
簡
単
な
記
述
だ
け
で
あ
る
。 

ま
た
、
第
３
次
政
権
発
足
後
、
国
民
が
安
倍
政
権
に
何
を
求
め
る
か
を
調

査
し
た
世
論
調
査
で
も
、
上
位
を
占
め
る
の
は
経
済
政
策
や
社
会
保
障
で
あ

る
。
改
憲
を
優
先
課
題
に
あ
げ
た
の
は
、
２
つ
ま
で
回
答
で
き
る
方
式
の
共

同
通
信
の
調
査
で
５
・
８
％
、
同
じ
く
複
数
回
答
の
「
日
経
」
の
調
査
で
も

９
％
で
、
回
答
を
一
つ
だ
け
選
ぶ
「
読
売
」
な
ど
の
調
査
で
は
項
目
に
も
な

い
（
い
ず
れ
も
昨
年
１
２
月
２
６
日
付
）
。 

こ
の
よ
う
に
、
改
憲
や
集
団
的
自
衛
権
行
使
を
国
民
が
望
ん
で
い
る
か
の

よ
う
に
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
。 

 「
戦
争
す
る
国
づ
く
り
」
の
具
体
化
…
…
集
団
的
自
衛
権
行
使

の
法
整
備
ね
ら
う 

安
倍
政
権
は
、
昨
年
７
月
に
集
団
的
自
衛
の
行
使
容
認
の
閣
議
決
定
を
行

っ
た
。
政
府
が
「
国
民
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な
危
険
」
が
あ

る
と
判
断
す
れ
ば
、
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
を
「
排
除
」
す
る
た
め
の
武

力
行
使
を
認
め
る
内
容
で
、
首
相
は
「
あ
く
ま
で
国
民
を
守
る
た
め
の
自
衛

の
措
置
」
だ
と
限
定
的
な
容
認
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
が
、
歴

代
政
府
が
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
し
て
き
た
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認

に
踏
み
込
む
重
大
な
転
換
そ
の
も
の
で
あ
る
。 

元
内
閣
法
制
局
長
官
や
外
務
・
防
衛
両
省
元
幹
部
も
加
わ
る
「
国
民
安
保

法
制
懇
」
は
、
「
他
国
へ
の
武
力
攻
撃
に
よ
っ
て
日
本
の
政
治
体
制
が
覆
る

『
明
白
な
危
険
』
が
現
実
化
す
る
」
こ
と
は
「
ほ
と
ん
ど
想
定
し
が
た
い
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
で
「
か
つ
て
の
『
満
蒙
（
ま
ん
も
う
）
は
日
本
の

生
命
線
』
と
い
っ
た
空
虚
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
同
じ
調
子
」
で
「
明
白
な
危
険
」

が
生
じ
た
と
政
府
が
判
断
し
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
が
可
能
に
な
れ
ば
、

「
客
観
的
な
歯
止
め
」
に
は
な
り
得
ず
、
「
自
衛
隊
が
武
力
を
行
使
す
る
範

囲
は
、
結
局
、
地
球
の
全
域
に
わ
た
る
こ
と
に
な
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。 

日
本
が
「
自
衛
の
措
置
」
と
し
て
海
外
で
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
日

本
の
侵
略
戦
争
が
「
自
存
自
衛
」
の
名
で
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

日
本
を
再
び
「
殺
し
、
殺
さ
れ
る
」
国
に
し
よ
う
と
す
る
安
倍
政
権
の
企
て

を
絶
対
に
許
し
て
は
な
ら
な
い
。 

そ
し
て
、
１
月
か
ら
の
通
常
国
会
を
、
自
民
党
は
「
安
保
国
会
」
と
位
置

づ
け
（
谷
垣
幹
事
長
）
、
集
団
的
自
衛
権
行
使
に
関
す
る
法
整
備
を
一
括
し

て
提
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
ア
フ
ガ
ン
戦
争
や
イ

ラ
ク
戦
争
な
ど
、
そ
の
つ
ど
特
別
措
置
法
で
対
応
し
て
き
た
自
衛
隊
の
海
外

派
兵
を
、
米
軍
な
ど
他
国
軍
の
後
方
支
援
派
兵
を
い
つ
で
も
可
能
に
す
る
、

恒
久
派
兵
法
案
提
出
が
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
大
で
あ
る
。
こ
の
恒
久

派
兵
法
案
で
は
、
国
連
安
保
理
の
決
議
に
基
づ
く
活
動
だ
け
で
な
く
、
有
志

連
合
の
対
テ
ロ
作
戦
も
対
象
に
想
定
し
て
お
り
、
し
か
も
派
兵
の
国
会
承
認

は
事
後
承
認
と
す
る
内
容
だ
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
ほ
か
に
も
、
日
米
防
衛
協
力
の
指
針
改
定
や
「
防
衛
装
備
移
転
三
原

則
」
に
基
づ
く
武
器
輸
出
な
ど
も
狙
わ
れ
て
お
り
、
８
月
に
は
「
戦
後
７
０

年
談
話
」
を
発
表
し
て
戦
争
責
任
や
「
慰
安
婦
」
問
題
で
の
歴
代
政
権
の
認

識
を
骨
抜
き
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
重
大
で
あ
る
。 

ま
た
、
沖
縄
の
辺
野
古
へ
の
新
基
地
建
設
で
は
、
県
知
事
選
挙
で
の
建
設

反
対
を
掲
げ
た
翁
長
氏
圧
勝
や
、
総
選
挙
で
の
新
基
地
建
設
反
対
候
補
の
沖

縄
県
全
小
選
挙
区
で
の
当
選
な
ど
、
基
地
建
設
反
対
の
県
民
の
明
確
な
意
思

が
示
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
首
相
は
建
設
推
進
の
姿
勢
を
変
え
よ
う
と
し
て

い
な
い
。 

こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
安
倍
政
権
の
暴
走
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。 

 

「九
条
の
会
」な
ど
草
の
根
の
声
を
今
こ
そ 

「
九
条
の
会
」
は
、
自
衛
隊
は
違
憲
と
い
う
人
は
も
と
よ
り
、
自
衛
隊
の

存
在
や
自
衛
隊
の
海
外
派
兵
ま
で
は
認
め
ら
れ
る
と
い
う
人
も
、
九
条
を
守

る
と
の
一
点
で
結
束
し
て
い
る
。
草
の
根
の
ご
と
く
、
全
国
７
５
０
０
も
の

九
条
の
会
が
、
国
民
の
改
憲
反
対
の
世
論
構
成
に
寄
与
し
て
き
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。 

こ
れ
に
対
し
、
総
選
挙
前
の
１
０
月
１
日
に
結
成
さ
れ
た
「
美
し
い
日
本

の
憲
法
を
つ
く
る
国
民
の
会
」
（
注
参
照
）
は
、
「
２
０
１
６
年
７
月
の
参

議
院
選
挙
で
、
『
憲
法
改
正
国
民
投
票
』
の
実
現
と
、
過
半
数
の
賛
成
に
よ

る
憲
法
改
正
の
成
立
を
め
ざ
」
す
と
掲
げ
、
改
憲
を
め
ざ
す
安
倍
政
権
を
後

ろ
支
え
す
る
な
ど
、
改
憲
勢
力
の
側
も
、
国
民
の
世
論
を
誘
導
し
よ
う
と
躍

起
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
軽
視
で
き
な
い
。 

い
ま
、
「
戦
争
を
す
る
国
づ
く
り
は
許
さ
な
い
」
の
声
を
大
き
く
上
げ
る

と
き
で
あ
る
。 

「
あ
い
ち
医
師
・
歯
科
医
師
九
条
の
会
」
は
、
解
釈
・
明
文
改
憲
の
危
険

が
か
つ
て
な
く
高
ま
っ
て
い
る
状
況
の
今
、
１
９
回
目
の
「
憲
法
の
つ
ど
い
」

を
２
月
２
８
日
に
開
く
。
多
く
の
医
師
・
歯
科
医
師
、
市
民
の
方
に
参
加
を

呼
び
か
け
ま
す
。 

 《
注
》
「
美
し
い
日
本
の
憲
法
を
つ
く
る
国
民
の
会
」
…
…
日
本
会
議
（
「
新

憲
法
制
定
」
や
戦
争
犯
罪
人
を
裁
い
た
東
京
裁
判
否
定
な
ど
を
掲
げ
る
改
憲

右
翼
団
体
）
、
神
道
政
治
連
盟
（
天
皇
中
心
の
「
建
国
の
精
神
」
に
立
っ
た

国
を
め
ざ
す
改
憲
右
翼
組
織
）
、
み
ん
な
で
靖
国
神
社
に
参
拝
す
る
議
員
の

会
等
で
構
成
。
憲
法
「
改
正
」
の
地
方
議
会
決
議
の
推
進
、
全
県
に
「
県
民

の
会
」
を
つ
く
る
な
ど
、
「
九
条
の
会
」
を
強
く
意
識
し
た
改
憲
の
側
か
ら

の
「
草
の
根
」
の
運
動
を
よ
び
か
け
て
い
る
。 

「
あ
い
ち
医
師
・歯
科
医
師
九
条
の
会
」 

ニ
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憲
法
の
先
進
的
な
価
値
を
選
び
直
そ
う 

医
師
九
条
の
会
が
つ
ど
い 

「
あ
い
ち
医
師
・
歯
科
医
師
九
条
の
会
」
は
、
第
十
八
回
の
憲
法
の
つ
ど
い
を
九

月
二
十
七
日
、
保
険
医
協
会
伏
見
会
議
室
で
開
催
、
医
師
や
市
民
ら
四
十
五
人
が
参

加
し
た
。 

は
じ
め
に
、
山
内
一
征
代
表
世
話
人
が
挨
拶
し
、
安
倍
政
権
の
集
団
的
自
衛
権
行

使
容
認
の
閣
議
決
定
で
日
本
が
再
び
戦
争
を
す
る
国
に
転
換
す
る
危
機
感
か
ら
か
、

「
九
条
の
会
」
ア
ピ
ー
ル
賛
同
が
こ
の
一
カ
月
で
百
三
十
二
人
増
え
て
千
二
百
二
十

六
人
に
な
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。 

講
師
に
は
、
長
峯
信
彦
氏
（
愛
知
大
学
法
学
部
教
授
）
を
迎
え
「
今
、
憲
法
を
守

る
こ
と
の
歴
史
的
意
義
と
使
命
～
改
憲
論
の
ト
リ
ッ
ク
と
未
来
へ
の
責
任
～
」
と
題

し
て
講
演
を
受
け
た
。 

長
峯
氏
は
、
改
憲
派
が
「
今
の
憲
法
は
押
し
つ
け
だ
か
ら
ダ
メ
」
と
批
判
す
る
が
、

「
国
民
主
権
」
を
は
じ
め
社
会
権
な
ど
人
権
条
項
の
多
く
や
象
徴
天
皇
制
な
ど
は
日

本
の
国
会
審
議
や
憲
法
学
者
ら
の
発
案
が
反
映
し
た
事
実
を
紹
介
し
た
。 

ま
た
、
安
倍
政
権
が
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
容
認
を
閣
議
決
定
し
た
こ
と
は
、
憲

法
尊
重
擁
護
義
務
（
憲
法
九
九
条
）
違
反
ば
か
り
か
、
国
会
で
何
度
も
確
認
さ
れ
た

国
家
と
し
て
の
憲
法
解
釈
を
一
内
閣
の
閣
議
決
定
で
覆
し
た
こ
と
に
な
り
、
憲
法
違

反
そ
の
も
の
で
立
憲
主
義
の
崩
壊
を
意
味
す
る
と
厳
し
く
批
判
し
た
。 

そ
し
て
、
「
人
権
」
「
民
主
主
義
」
は
、
今
や
世
界
共
通
の
価
値
理
念
だ
が
、
日

本
国
憲
法
は
こ
れ
を
七
十
年
前
に
取
り
入
れ
、
さ
ら
に
侵
略
戦
争
禁
止
に
留
ま
ら
ず
、

「
平
和
的
生
存
権
」
ま
で
明
記
し
て
徹
底
的
な
平
和
主
義
を
掲
げ
て
い
る
点
で
世
界

で
も
先
進
的
な
価
値
原
理
を
有
し
て
い
る
と
述
べ
た
。 

空
気
や
水
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
憲
法
だ
が
、
改
憲
派
は
「
新
し
い
人
権
」

「
自
衛
隊
の
明
記
」
な
ど
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
私
た
ち
は
戦

争
や
原
発
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
な
ど
の
本
質
を
直
視
し
、
真
に
人
類
に
と
っ
て
必
要
な
価
値
は

何
か
、
未
来
に
向
け
た
責
任
あ
る
選
択
は
何
か
を
選
び
直
す
こ
と
が
必
要
だ
と
結
ん

だ
。 今

回
の
つ
ど
い
で
は
、
愛
知
大
学
法
学
部
学
生
の
塚
田
薫
氏
も
講
演
し
た
。
塚
田

氏
は
『
日
本
国
憲
法
を
口
語
訳
し
て
み
た
ら
』
（
幻
冬
舎
刊
）
の
著
者
。
憲
法
原
文

の
「
日
本
国
民
は
」
を
「
俺
た
ち
は
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
一
人
称
の
「
俺
」
に
は

人
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
視
点
が
存
在
し
、
「
国
民
」
は
そ
の
集
合
体
と
い
う
見
方
を
す

れ
ば
、
一
人
一
人
の
日
常
の
中
で
憲
法
に
向
き
合
え
る
の
で
は
と
述
べ
た
。 

  

 

「九条の会」アピール 
賛同 1,229 人に 

新たに 148 人増 

2014 年 7 月の集団的自衛権行使容認

閣議決定を受けて、愛知県保険医協会が医

師・歯科医師の中で「九条を守ろう」の声

を積み上げようとよびかけを行ったとこ

ろ、新たに 148 人から賛同が寄せられ、

すでに賛同をいただいた 1,081 人と合わ

せて 1,229 人の賛同になりました。 

「あいち医師・歯科医師九条の会」はこ

の賛同者で構成しています。 

今後とも九条を守る取り組みにご協力

をお願い致します。 

「九条を守り、生かそう」 「集団的自衛権行使決定撤回」を 

「九条の会 請願署名」にご協力ください 

日本を海外で戦争をする国にしてしまう集団的自衛権行使の具体化が、2015 年 1 月か

らの通常国会で日程に上っています。 

国民は、集団的自衛権行使容認に「反対」60％（「賛成」31％）（共同通信世論調査、

８月３日）など、「反対」が多数派です。弁護士会も全国全ての弁護士会が閣議決定撤

回を求めています。 

医療従事者は、すでに武力攻撃事態法や自衛隊法などの有事法制で、強制的に動員さ

せられる仕組みのもとに置かれていますが、集団的自衛権行使の法体系ができると、実

際に白衣の戦争犠牲者を生み出すことにつながりかねません。 

 

「憲法九条を守り、活かそう」「閣議決定は撤回し、今後進める予定の関連法

整備を行わないこと」……今こそ、この声を大きく声を上げるときです。保険医協会

と「あいち医師・歯科医師九条の会」は、大江健三郎氏・故加藤周一氏らが結成した「九

条の会」の請願署名に取り組みます。ご協力をお願いいたします。 

１．署名要領（５人連記署名用紙３枚を同封しています） 

①先生とご家族・従業員等をはじめ、患者さんにも協力していただき署名をひろげてくだ

さい。全部埋まらなくても結構です。 

②住所が同じ場合は、“同上”でも結構です。未成年の方の署名も有効です。 

２．返送方法 … 同封の返信用封筒（切手不要）をご利用ください。 

３．締め切り …３月末日（1 月からの通常国会に提出します） 

＜連絡先＞ 署名に関する質問、署名用紙の追加注文（送料とも無料）などは、下記までお

願いします。 

保険医協会・署名係 名古屋市昭和区妙見町 19-2 TEL 052-832-1346 

長峯氏（上）、塚田氏（下） 


